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１．招  集 

 

２．開  会 

 

３．閉  会 

 

４．出席委員 

 

 

 

 

 

５．事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．議事日程 

 

平成２９年５月２６日（金）午前９時３０分 

 

平成２９年５月２６日（金）午前９時３０分 

 

平成２９年５月２６日（金）午前１０時００分 

 

八木 隆夫教育長 

尾﨑 靖二教育長職務代理者 

森脇 正子委員 

亥埜 誠治委員 

伊丹 香寿美委員 

 

河野 宏甲教育次長兼教育総務室長・北田 千秋学校教育部

長・竹田 和之生涯学習推進部長・大湾 喜久男学校教育部付

部長兼学校規模適正化室長・小川 暢子生涯学習推進部付部

長・和久田 寿樹学校規模適正化室長代理・後藤 秀也教育総

務室課長・殿山 泰央学校規模適正化室課長・竹田 知宏指導

課長・木村 浩幸学校管理課長・寺本 憲昭給食センター所

長・真鍋 成史社会教育課長・本多 章博社会教育課長・清水 

健次青少年育成課長・末松 肇図書館長・川村 光子図書館課

長 

 

日程 １  会議録署名委員指名 

日程 ２  会議時間決定 
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７．議事内容 

   

八木教育長 

 

 

 

後藤課長 

 

 

八木教育長 

 

 

 

日程 ３ 報告第５号  教育長の報告について 

日程 ４ 議案第１６号 平成２９年度交野市立学校評議員

の委嘱について 

日程 ５ 議案第１７号 交野市図書館協議会委員の委嘱に

ついて 

日程 ６ 議案第１８号 交野市立星田・旭小学校屋上防水改

修工事について 

日程 ７ 議案第１９号 交野市立郡津・岩船小学校屋上防水

改修工事について 

日程 ８ 議案第２０号 交野市立妙見坂小学校・第四中学校

屋上防水改修工事について 

  

 

皆さんおはようございます。只今から平成 2９年５月 第

７回教育委員会定例会議を開催したいと思います。   

   開催の前に事務局から本日の出席状況を報告願います。 

 

 出席状況を報告いたします。 

 本日の出席者は５名でございます。以上報告を終わります。 

 

 報告はお聞きのとおりです。 

次に、本日のこの会議でございますが、地教行法第１４条第

７項の規定により公開にしたいと思いますが、本日希望者ござ

いませんのでこのまま進めたいと思います。 
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各委員 

 

八木教育長 

 

 

 

 

各委員 

 

八木教育長 

 

 

 

 

 

 

 只今から、平成２９年第７回教育委員会定例会議を開催いた

します。本日の会議は、お手元に配布いたしております議事日

程に従い進めたいと思います。 

 まず、日程１「会議録署名委員指名」を議題といたします。 

会議録署名委員の指名につきましては、交野市教育委員会会

議規則第２０条の規定に従い、教育長が指名することとしてよ

ろしいでしょうか。 

 

はい。 

  

ご異議がありませんので、亥埜委員を指名します。 

 次に、日程２「会議時間決定」を議題といたします。 

 会議時間決定につきましても、教育長一任とさせていただい

てよろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

 ご異議がありませんので、只今より午前１１時３０分までと

させていただきます。 

 続きまして、日程３報告第５号「教育長の報告について」を

議題といたします。 

 報告事項１「学校教育審議会委員の委嘱について」説明お願

いいたします。 
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後藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前回に引き続き、議案上程し議決を求めるのが、本来の流れ

なのですが、審議会の開催日が、本日の定例会より前で、また

前回の定例会には間に合わなかった為、「教育長に対する事務

委任規則の第 3条」により臨時代理を行いましたので、今回も

教育長の報告として、報告させていただきます。 

 それでは、学校教育審議会委員の委嘱についてご説明いたし

ます。 

 まず、学校教育審議会組織の一般市民代表の渡辺委員が、こ

のたび区長会会長を退任され、後任者といたしまして現在、臨

時委員であります奥西正博倉治区長が区長会会長に就任され

ましたので、一般市民枠として就任していただきました。 

そのため、二中校区枠の臨時委員が、空席となりましたので、

そこへ、郡津区長の畑山泰雄氏に就任していただきました。 

 次に、市立学校 PTA 会員から選出されておられました堀委

員、山本委員が、PTA 役員を退任されましたので、後任者と

いたしまして、長宝寺小学校 PTA 会長の森﨑陽子氏、そして

あさひ幼児園保護者会副会長の平野里絵氏に市立学校 PTA 会

員の枠に就任していただいたものでございます。 

また、任期については、臨時委員以外の委員につきましては、

先日の審議会開催の日であります平成 29 年 5月 17日から、

他の委員と同じ任期満了日で平成30年7月12日までになり

ます。 

また、臨時委員につきましては、交野市学校教育審議会条例

第４条第４項の規定により、当該特別事項の調査審議が終了す
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八木教育長 

 

 

 

 

 

 

竹田課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るまでの期間となっております。 

以上簡単ではございますが、学校教育審議会委員の委嘱につ

いてのご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

 説明は終わりました。 

 質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか？ 

よろしいでしょうか。質疑なしと認めます。それでは、報告事

項１「学校教育審議会委員の委嘱について」を終わります。 

 続きまして、報告事項２「交野市いじめ問題対策連絡協議会

条例の制定について」の概要の説明をお願いします。 

 

 はい、失礼いたします。「交野市いじめ問題対策連絡協議会

条例案」についてご説明申し上げます。こちらの条例でござい

ますが第1条のところに、いじめ防止対策推進法第1項規定に

基づき設置を致します。第2条をご覧ください。こちらにつき

ましは本協議会では、いじめ防止等に関する本市の関係部課と

関係機関が連携して、小中学校におけるいじめ問題の対応やい

じめの防止等に関して、意見交換及び連絡調整を行ってまいり

ます。第3条では協議会の組織について定めてありますが(２)

の本市の職員の詳細を申しますと、人権とくらしの相談課長、

子育て支援課長、指導課長、市教育センター職員になります。

(３)の関係行政機関の職員は中央子ども家庭センター、大阪法

務局、交野警察署となり(４)にあたるものとしましてスクール



 

8 

 

 

 

 

 

八木教育長 

 

 

尾﨑教育長代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹田課長  

カウンセラー、スクールソーシャルワーカーになります。委員

の任期は2年と定めております。最後になりますが、こちらの

条例は6月議会に上程しておるところでございます。説明は以

上です。 

  

説明は終わりました。 質疑を受けたいと思います。本件に

つきまして質疑はありませんか。 

 

 今日添付いただいてます、交野市いじめ防止基本方針ですが

成案となったものという事で、この間の総合教育会議におい

て、お願いしました件について、適切に文言整理して頂いたこ

とを感謝申し上げます。いじめ防止対策委員会という事で、事

務局の方で統一していただいて非常に分かりやすくなったと

思います。また7ページにあります、早期発見に向けてという

事で、このタイトル、キャッチコピーとでも言いましょうか、

それも現場において適切にしていただいて、教員の注意を喚起

するものと思っておりますので、まずその点感謝申し上げま

す。で、ちょっと質問なのですが、システムというか、分野と

いうか、管轄というか、範疇というか、その問題と思うのです

けど、この条例は今回の場合は、いじめ対策連絡協議会を条例

でもって設置を定めた。後二つ条例設置がいるということであ

りましたが、どのようになるのでしょうか？ 

 

はい、お答えいたします。 
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尾﨑教育長代理 

 

八木教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹田課長 

 

 

 

 

 

 

 

先月の定例教育委員会で、いじめ対策審議会につきまして

は、ご説明させていただきました。もう一つのいじめ問題再調

査委員会につきましては、総務部の方で6月議会の上程をする

という事で、今進めております。 

 

 ありがとうございます。 

 

他にございませんか。 

よろしいでしょうか 

はい、それでは質疑なしと認めます。それでは、報告事項2

「交野市いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について」の報

告を終わります。 

  続きまして、報告事項3「交野市立義務教育諸学校教科用図

書選定委員会委員の選任並びに同委員の任命について」の概要

の説明をお願いします。 

 

 はい、失礼いたします。それではご説明申し上げます。今年

度は小学校において、特別の教科道徳採択になりますことか

ら、名簿にございますように、交野市立義務教育諸学校教科用

図書選定委員会条例第3条の規定、に基づき任命いたしました

のでご報告をさせていただきます。  

別添で、条例の方も添付しておりますので、一緒にご覧いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。まず一番目といた

しまして条例第3条第2項第1号に基づく委員、教育委員会の事
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八木教育長 

 

 

亥埜委員 

 

八木教育長 

 

亥野委員 

務局として、学校教育部長の北田、並びに学校教育部指導課長

の竹田、また条例第3条第2項第2号に基づく委員、交野市立学

校の校長として、校長会会長、池永安宏校長先生と第一中学校、

岸本秀樹校長、さらに条例第3条第２項第３号に基づく委員と

しまして、交野市立学校に在籍する児童、または生徒の保護者

として交野市ＰＴＡ協議会、郡津小学校ＰＴＡ会長の吉田謙一

氏、さらに交野市立第三中学校ＰＴＡ会長の黒藪圭介氏、以上

６名の委員を任命しました。別添が２枚目に、今後のスケジュ

ールを示さしていただいてます。５月から７月の上旬にかけま

して、現在選定委員会にて調査研究になっております。さらに

７月下旬に選定委員の答弁を受けて、教育委員会にて採決をし

ていただく予定となっております。８月上旬には、府教育庁へ

の採択結果を報告予定というような、スケジュールとなってお

ります。 

説明は以上でございます。 

 

 説明は終わりました。 質疑を受けたいと思います。質疑は

ありませんか。 

 

 はい。 

  

亥埜委員。 

 

これは、教科書全教科対象ですか？ 
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竹田課長 

 

八木教育長 

 

 

 

 

 

 

八木教育長 

 

 

 

竹田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、道徳のみとなります。 

 

他質疑はありませんか。 

よろしいでしょうか。 

質疑なしと認めます。それでは、報告事項３「交野市立義務

教育諸学校教科用図書選定委員会委員の選任並びに同委員の

任命について」の報告を終わります。 

報告事項は以上でございます。 

  

続きまして、日程４ 議案第１６号「平成２９年度交野市立

学校評議員の委嘱について」を議題といたします。事務局概要

説明を願います。 

 

 はい、平成２９年度交野市立学校評議員の委嘱についてご説

明いたします。後ろに添付いたしております、交野市立学校評

議員設置要綱第４条の規定に基づき、校長より、学校評議員の

推薦がございました。紙面につきましては一覧表にしておりま

すが、総数としまして４７名の方の推薦がございました。お名

前に下線の無い方は、昨年度に引き続き推薦された方で、下線

のある１１名の方は、今年度新たに推薦された方でございま

す。お名前を申し上げますと、郡津小学校の吉田謙一様、この

方はＰＴＡ役員を経験され地域の活動にも積極的に参加、豊富

な経験と現役保護者の立場で、適切な助言がもらえる方でござ

います。岩船小学校の木村陸司様につきましては福祉委員の中
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でも、世代間交流会交流部会長児童との交流のまとめ役とし

て、地域や保護者との繋がりが深い方でございます。続きまし

て、向井斎子様につきましては、主任児童委員をされまして、

児童の様子も熟知されておられる方でございます。妙見坂小学

校の古賀啓三郎様は、小学校長としての経験とともに、学校教

育の現状について、高い見識を有する方でございます。宮本芳

昭様こちらは、元区長として地域に精通されており、地域や保

護者との繋がりが深い方でございます。栗原義雄様こちらは青

少年指導委員で、児童の様子や校区の状況とをよく把握されて

おり、保護者ともよく関わっておられる方でございます。続き

まして藤が尾小学校の加藤勤様、こちらは保護司として卒業生

等にも積極的に関わるなど、教育に高い見識をもっておられる

方でございます。久保田黎明様こちらは元教諭であることから

教育的視野に立ち、客観的な立場から意見がいただける方と聞

いております。第二中学校、山崎信彦様、こちらはおやじの会

の会員としまして、学校行事やＰＴＡ活動の発展のために協力

と支援に努められてきた方でございます。第三中学校大田高志

様、元旭小学校長として地域にも精通し、学校教育にも高い見

識を有する方でございます。第四中学校中井保様、企業経営に

手腕を発揮された方であり、本市教育委員も務められ学校教育

に高い見識を有する方でございます。評議委員の任期につきま

しては、平成２９年５月２６日から平成３０年３月３１日まで

となっております。 

以上簡単な説明ではございますが、平成２９年度学校評議員
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八木教育長 

 

尾﨑教育長代理 

 

 

 

八木教育長 

 

森脇委員 

 

 

教育長 

 

竹田課長 

 

森脇委員 

 

竹田課長 

 

 

森脇委員 

 

の委嘱について、承認いただきますようお願い申し上げます。 

 

はい、説明は以上のとおりです。質疑はありませんか。 

 

はい、つまらない質問をしてもいいですか？ 

藤が尾小学校の加藤勤さんは、門真市の元校長先生とは違い

ますか、その人ですね。了解しました。 

 

はい、他に質疑はございませんか。 

 

定数が５名以内になっているのですけど、何名以上ってあり

ますか？ 

 

下限があるということですか？ 

 

下限はございません。 

 

なくてもいい？ 

 

はい、５名以内ということで、ただここの枠は３名以上あげ

ていただいているということです。 

 

はい、そうですね。 
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八木教育長 

 

亥埜委員 

 

八木教育長 

 

亥埜委員 

 

 

 

 

竹田課長 

 

 

 

八木教育長 

 

 

 

 

 

各委員 

 

八木教育長 

他に質疑はございませんか。 

 

はい。 

 

亥埜委員。 

 

はい。 

今、評議員さんのその活動状況からどうなのですか？ 

二中で言うたら毎月一回評議員、校長先生と意見交換会をし

てるんですけども。 

 

そうですね、各学校によってそれぞれ違いはございますけれ

ど、最低でも学期に一回であったりだとか、最低でも年に一回、

もしくは２回のところで会議の方はやっていきます。 

 

他に質疑はございませんか、よろしいでしょうか。 

それでは質問なしと認めます 

  それではお諮りいたします。議案第１６号「平成２９年度交

野市立学校評議員の委嘱について」原案のとおりで可決するこ

とにご異議ありませんか。 

 

 はい。 

 

 異議なしと認めます。よって本件については原案のとおり可
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川村課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八木教育長 

 

 

尾﨑教育長代理 

決されました。 

 以上で日程４ 議案第１６号「平成２９年度交野市立学校評

議員の委嘱について」を終わります。 

 続きまして、日程５ 議案第１７号「交野市図書館協議会委

員の委嘱について」を議題といたします。事務局概要説明を願

います。 

 

交野市図書館協議会委員の委嘱についてご説明させていた

だきます。図書館協議会は、図書館法第１４条に「図書館の運

営に関し館長の諮問に応ずるとともに図書館の行う図書館奉

仕につき館長に対して意見を述べる機関とする」と定められて

います。交野市でも、図書館の適正な管理運営を図るために、

交野市図書館協議会を設置しています。委員については、図書

館法第１６条に「文部科学省令で定める基準を参酌するものと

する」とありますので、交野市立図書館条例で、学校教育若し

くは社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者

又は学識経験を有する者と定めています。今年度は委員の任期

満了により次のページに載っています、１４名の方を委嘱した

いので、承認いただきますようお願いいたします。 

 

説明は終わりました。 

 質疑に入りたいと思います。質疑はありませんか。 

 

質問ですが。経緯だけ説明いただけたらと思うのですが、社
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川村課長 

 

 

 

 

 

尾﨑委員 

 

八木教育長 

 

伊丹委員 

 

 

 

八木教育長 

 

川村課長 

 

 

会教育関係者の中で、交野子ども文庫連絡会からだけが２名出

ておられるのはどういう経緯でしょうか。 

元々２名入っておられたか、分からないのですね。去年通り

だからもういいじゃないか、と言う趣旨ですね。 

 

協議会の以前は、図書館運営協議会という形だったのです

が、その時から文庫連絡会の方には2名出ていただいてまして、

交野市の文庫連絡会については、図書館ができる前から活動さ

れていているということで文庫図書館と一緒に連携して進め

ていましたので、そこから２名ということです。 

 

はい、わかりました。 

 

他に、質疑はございませんか。 

 

不勉強で申し訳ないですけど、図書館の協議会委員とは、具

体的にどういう頻度であるとか活動されてるとか、教えていた

だければと思います。 

 

はい、活動内容とか頻度がどのくらい会議されてるのか。 

 

例年は一回ですけども、図書館での前年度の活動の報告、  

年度の事業計画などをして、意見などをいただいております。     
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末松館長 

 

 

 

 

 

八木教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤課長 

 

 

すいません。それ以外にも今年度につきましては、運営方針

というのを作成する予定でございますので、その点につきまし

て、図書館協議会のご意見を反映させております。また昨年は、

秋にも２度やっておりまして、この図書館の運営方針を見直し

たいということで個別にやりたいと思います 

 

よろしいですか。質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

  それではお諮りいたします。議案第１７号「交野市図書館協

議会委員の委嘱について」原案のとおりで可決することにご異

議ありませんか。 

 異議なしと認めます、よって本件については原案のとおり可

決されました。 

 以上で日程５ 議案第１７号「交野市図書館協議会委員の委

嘱について」を終わります。 

続きまして、日程6 議案第18号「交野市立星田・旭小学校

屋上防水改修工事について」・日程7議案第19号「交野市立郡

津・岩船小学校屋上防水改修工事について」・日程8議案第20

号「交野市立妙見坂小学校・第四中学校屋上防水改修工事につ

いて」をまとめて議題といたします。事務局概要説明願います。 

 

 すいませんが、担当からの概要説明の前に、今回の定例会か

ら、5000万円以上の工事案件が、なぜ議案としてあがってい

るのか、簡単ではございますが、ご説明させていただきたいと
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八木教育長 

 

 

 

木村課長 

 

 

 

 

 

思います。 

 お手元に、「交野市教育委員会教育長に対する事務委任規則」

があると思いますが、その中の第2条をご覧ください。 

ここに、あげられている10の項目以外は、教育長に委任す

るとありまして、逆にこの10の項目については、急を要する

とき以外は教育委員会に、諮らなければならないことになりま

す。そのため、今回からになりましたが、改善させていただき

まして、これからは、議案としてあげさせていただきます。   

入札の係る案件については、結果後の定例会に「教育長の報

告」といたしまして、報告させていただきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上簡単ですが、今回から5000万円以上の工事について議

案としてあげさせていただている説明とさせていただきます。 

 

今の説明は第2条第6項ですね、事務委任規則の５０００万

円以上の工事について、今回提案させていただいています。 

それでは中身について説明お願いします 

 

それでは、議案第１８号、議案第１９号、議案第２０号以上

３件の制限付き一般の競争入札について概要の説明をさせて

いただきたいと思います。 

工事の目的につきましては、老朽化等にて、雨漏りが発生し

ているため、屋上の防水工事をするものであります。防水工事

の期間については、準備また期間も含め、小中学校が夏休みの
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八木教育長 

 

 

尾﨑教育長代理 

 

 

 

木村課長 

 

 

尾﨑教育長代理 

 

 

八木教育長 

 

 

亥埜委員 

中での作業と考えております。 

 対象場所としましては、参考資料としまして添付させていた

だいてます定例会資料、配置図面の方、よろしいでしょうか。 

斜線の部分が、今回の対象の場所となっています。以上簡単

でございますが、三点の説明とさせていただいています。承認

の程よろしくお願いします。  

 

はい、説明は以上概要通りです。 

質疑はありませんか。 

 

この時期が夏休み期間中という事でしたが、工期の中には夏

休みを過ぎての期日が書いていますが、工事内容が変わるとい

うことでしょうか？ 

 

はい、期間につきましては準備期間も含め、後の点検も含め

ての期間とさせていただいてます。 

 

実際には夏休み中に終わるんですか？夏休みは短くなって

いますよ、昔よりも、ご存知ですね。 

 

他に、ございませんか。 

ご意見をお願いいたします。 

 

二中の去年やっていたのを見てたのですが、作業してたとき
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大湾部長 

 

 

 

 

 

八木教育長 

 

森脇委員 

 

 

に耐震工事のときの振動でひび割れしたり、壁を押したりして

るとこがあるんですけど、そこも防水工事で直してると、僕か

ら言わせると、これは手直し工事なのでお金を払わなくてもい

いのかなと思いますけど。 

そういったところでも、ちょっとほったらかしで帰っている

ところがあったので、耐震工事のときの振動で、ひび割れた箇

所とかを、ほって帰ったことがあるんで、そこをなぜ、こちら

のお金で支払わなければならないのか、そこはやった業者に手

直しとしてさせるべきだと、僕は思います。 

そういう所も、見積もりに入っていたので前回の見積もりに

対してその辺が、僕からしたらそこにお金を使うのは、納得い

かない点でございます。 

 

おっしゃっているみたいに、そもそも耐震工事した時に最終

チェックですよね、進行のチェックのところで向こう側に瑕疵

があるので、その段階で終了させておくという事かと思います

ので、今後工事につきましてはその辺も含めましてチェックは

絶えず行いたいと思います。    

 

はい、他に質疑はございませんか。 

 

そんなチェックって、プロが見ないと分からないと思うんで

すが。 
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大湾部長 

 

森脇委員 

 

大湾部長 

 

 

 

 

 

森脇委員 

 

大湾部長 

 

 

 

 

尾﨑教育長代理 

 

 

 

八木教育長 

伊丹委員 

 

それはもちろん、プロが見ないと分からないわけですが。 

 

チェックは誰がするかですよね。 

 

一般的には、大きな工事になってきますと、我々の場合、夏

休みに集中してしないといけないという事もありますので、工

事監理はいっていただくんですが、併せて市の中に検査室など

がございまして、そこで最終工事が、適正にされたか検査を受

けることになっております。 

 

では、そこでミスがあったかもしれない。 

  

ミスというか、そこら辺は難しいとこです。 

ただ、亥埜委員がおっしゃっている事例が、あったという事

であれば、今後そういうことに配慮していく、という事でござ

います。 

 

夏休みに、屋上に上って作業してもらうという過酷な作業で

すから、熱中症で倒れないように、頑張っていただきたいと思

います。 

 

はい、他に質疑はございませんか。 

よろしいですか。 
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八木教育長 

 

伊丹委員 

 

 

 

木村課長 

 

 

 

 

 

 

 

八木教育長 

 

 

 

 

 

各委員 

 

八木教育長 

 

はい。 

 

予定としては、夏休み期間に行うわけですけど、日程的に夏

休みに集中することによって、価格が上がるとかそういう事は

ないですか？ 

 

絶対にない。とは言い切れないですけど、どこの学校も同じ

状況になってきますので、交野市だけではなくて、という事に

なりますので、なかなか実際子ども達の勉強の環境を考えます

と、夏休みにしなければならないという事もあります。 

そういう事もありまして、この工事につきまして、三つに分

けて発注して、三つの業者にしていただく、ということになっ

ています。 

 

はい、他に質疑はございませんか。 

よろしいでしょうか。質疑なしと認めます。 

それではお諮りいたします。まず議案第１8号「交野市立星

田・旭小学校屋上防水改修工事について」原案のとおりで可決

することにご異議ありませんか。 

 

 はい、異議なし。 

 

 異議なしと認めます、よって本件については原案のとおり可

決されました。 
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各委員 

 

八木教育長 

 

 

 

 

 

各委員 

 

八木教育長 

 

 

 

 

  

 続きまして、議案第１９号「交野市立郡津・岩船小学校屋上

防水改修工事について」原案のとおりで可決することにご異議

ありませんか。 

  

はい、異議なし。 

 

 異議なしと認めます。よって本件については原案のとおり可

決されました。 

 最後に、議案第20号「交野市立妙見坂小学校・第四中学校

屋上防水改修工事について」原案のとおりで可決することにご

異議ありませんか。 

 

はい、異議なし。 

 

 異議なしと認めます、よって本件については原案のとおり可

決されました。 

 以上で日程6 議案第１8号「交野市立星田・旭小学校屋上防

水改修工事について」及び日程7議案第19号「交野市立郡津・

岩船小学校屋上防水改修工事について」、日程8議案第20号「交

野市立妙見坂小学校・第四中学校屋上防水改修工事について」

を終わります 

 他に議題とする案件はございませんでしょうか。 

 ないようですので、これをもちまして、第７回教育委員会定

例会議の案件全てが終了いたしました。 
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